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刈谷市避難所運営マニュアルにつて 

避難とは、“難を避ける”ことであり、必ずしも避難所に行くことだけが避難ではありま

せん。むしろ、避難所での生活の困難さを考えると「在宅避難」で災害を乗り越えること

が推奨されています。ただし、身の危険を感じたり、在宅避難が難しい場合は避難所を頼

ることになります。 

 その場合の「刈谷市避難所運営マニュアル」が，本年７月に制定されましたので、その

内容を紹介いたします。詳しくは「刈谷市ホームページ」を参照して下さい。 

 また、避難所は避難生活の場だけでなく、地域の支援拠点として情報の提供や食料・物

資の受取場所となります。避難所以外に避難された方も、避難所へ出かけ「避難所登録

票」を提出し、情報や食料・物資を受け取ってください。 

 

１．避難所運営マニュアルの構成 

① 避難所運営マニュアル（本編） 

② 避難所運営マニュアル（様式集） 

③ 避難所運営マニュアル（資料編） 

④ 避難所運営委員会及び各運営班の業務 

⑤ リーフレット集 

避難所運営の基本方針；基本的な考え方は、「住民の安全確保と生活再建」「ライフ

ラインが復旧する頃までの設置」「利用する人の自主運営」「男女共同参画、要配慮

者への支援」「避難所以外に滞在する人への支援」「市による後方支援」「平常時か

らの地域、施設管理者、市の連携」です。 

 

２．刈谷市ホームページへのアクセス手順 

 くらしの情報 ⇨ 安全・安心 ⇨ 防災・減災 ⇨ 日頃の備え ⇨  

 避難所運営マニュアル 



３．各避難所運営マニュアルの作成 

 刈谷市避難所運営マニュアルを参考にして、各避難所では施設の実情に合わせて、内容

を見直し、適宜追加・修正する必要があります。 

 

 


